
   平成２０年度の決算に基づく財政健全化判断比率等について 

 

 平成２０年度の決算に基づく市財政の健全度を計る比率を算定しましたのでお知らせします。 

 この比率は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（地方財政健全化法）」に基づき全

国の地方公共団体が統一的な方法により算定するもので、比率ごとに基準が定められており、こ

れらの基準を超えると「財政健全化計画」を定めて計画的に財政の健全化を図ることなどの措置

が必要となります。 

 

１ 和歌山市における健全化判断比率等の状況（平成２０年度決算） 

（１）健全化判断比率 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

２０年度 － － １２．５ １８２．９ 

１９年度(参考) － １７．６０ １２．７ ２１１．０ 

早期健全化基準 （ １１．２５ ） （ １６．２５ ） （ ２５．０ ） （ ３５０．０ ）

財政再生基準 ［ ２０．００ ］ ［ ４０．００ ］ ［ ３５．０ ］  

 備考 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は黒字であるため「－」で表示しています。 

 

（２）資金不足比率 

資 金 不 足 比 率 
特別会計の名称 

２０年度 １９年度(参考) 
経営健全化基準

食肉処理場事業特別会計 － ５７９．２ 

卸売市場事業特別会計 － － 

土地造成事業特別会計  ６．７ １１．９ 

下水道事業特別会計 １８．２ ２５８．９ 

漁業集落排水事業特別会計 － － 

農業集落排水事業特別会計 － － 

水道事業会計 － － 

工業用水道事業会計 － － 

２０．０ 

 

 連結実質赤字比率は、平成１９年度には１７．６０％と早期健全化基準を超えていましたが、

平成２０年度決算においては連結実質赤字が解消されています。  

また、資金不足比率についても、平成１９年度に経営健全化基準を超えていた下水道事業特別

会計及び食肉処理事業特別会計で経営健全化基準をクリアすることができました。 

なお、比率が改善しているのは、次の２つの要因によります。 

 ①職員数の削減・給与カットなどの歳出削減に取り組んだこと、市税収納率の改善や都市計画



税率・下水道使用料の改定などにより歳入の確保を図ったことに加え、土地造成事業特別会計の

保有する未売却用地をテニスコート用地として一般会計で買い取るなど特別会計の収支改善に寄

与する事業を行ったことにより、全ての会計の黒字・赤字を通算した額を平成１９年度の約１８

４億円の赤字から平成２０年度では約１２６億円の赤字へと約５８億円改善させています。 

 ②各比率を算出するに当たり、将来赤字を解消することができると見込まれる額（解消可能資

金不足額）を赤字額から控除することが認められていますが、下水道使用料の改定を行ったこと

により、下水道事業特別会計が単年度黒字に転換することができ、解消可能資金不足額が大幅に

増加しています。 

 

２ 健全化判断比率等について 

（１）実質赤字比率 

   一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率 

   ※ 標準財政規模とは、その地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財

源（税などの使途の特定されていない財源）の規模をいいます。 

（２）連結実質赤字比率 

   全会計の実質赤字額（または資金不足額）を通算した額の標準財政規模に対する比率 

（３）実質公債費比率 

   一般会計等が負担する公債費（元利償還金）等の標準財政規模に対する比率 

（４）将来負担比率 

   一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 
 

  以上が健全化判断比率ですが、公営企業は次の指標により健全度が判断されます。 
 

（５）資金不足比率 

   公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率 

 

３ 早期健全化基準・財政再生基準・経営健全化基準について 

（１）早期健全化基準 

   健全化判断比率のいずれかがこの基準を超えた場合、財政健全化団体となって財政健全化

計画を策定し、自主的な改善努力により財政健全化に取り組みます。例えますと「イエロー

カード」ということになります。 

（２）財政再生基準 

   健全化判断比率（将来負担比率を除く。）のいずれかがこの基準を超えた場合、財政再生

団体となって財政再生計画を策定し、国等の関与による確実な再生に取り組みます。国の厳

しい管理のもと、税率や使用料等の引上げ、学校などの公共施設の統廃合、人件費の削減な

どが行われ、市民サービスに大きな影響が出ます。例えますと「レッドカード」ということ

になります。 

（３）経営健全化基準 

   資金不足比率がこの基準を超えた場合、超えた公営企業ごとに経営健全化計画を策定し、

自主的な改善努力により経営健全化に取り組みます。 


